
引越し後にやること
目安時期 やること 手続き先

□ 電気・水道の使用開始手続き

□ ガス開栓作業に関する立ち合い

□ 転入届（他の市区町村に引越した場合）

□ 印鑑登録手続き

□ 妊婦検診の補助券交換手続き

□ 原付バイク（125cc以下）の住所変更手続き

□ 転居届（同一市区町村内で引越した場合） 新住所地の市区役所・町村役場

□ 国民健康保険の加入手続き

□ 国民年金の住所変更手続き

□ 児童手当の認定申請手続き

□ マイナンバーの住所変更手続き

□ 介護保険の申請手続き

□ ペットに関する登録事項変更手続き

□ 車庫証明の取得申請手続き 車庫の新住所を担当する警察署

□ 免許証記載住所の登録変更手続き
新住所地管轄の警察署または運転

免許センター

□ 転入先の学校への手続き 転入先の学校

□ 軽自動車の登録変更手続き 最寄りの軽自動車検査協会

□ 自動車の登録住所変更手続き 新住所地を管轄する運輸支局

□ 銀行・郵便局口座の住所変更 利用している銀行・郵便局

□
勤め先の健康保険と厚生年金の登録変更手続

き
勤め先

引越し後

電話・インターネットで申し込む当日
(引越し先)

同一市内へ引越しする人だけが行う手続き

関係なく行う手続き

新住所地の市区役所・町村役場

別の市区町村へ引越しする人だけが行う手続き

新住所地の市区役所・町村役場


